
香芝市告示第１１７号 

 香芝市生殖補助医療費助成金交付要綱を次のように定める。 

  令和７年５月１３日 

                  香芝市長 三 橋 和 史      

   香芝市生殖補助医療費助成金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、体外受精及び顕微授精（以下「生殖補助医療」という。

）並びにこれらに併せて行われる先進医療（以下「先進医療」という。）を

受ける夫婦の経済的な負担の軽減を図り、もって少子化対策の推進に寄与す

るため、香芝市生殖補助医療費助成金（以下「助成金」という。）を交付す

ることについて、香芝市補助金等交付規則（平成１１年規則第６号）に定め

るもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （助成の対象となる夫婦） 

第２条 助成金の交付の対象となる夫婦は、次の各号のいずれにも該当する夫

婦とする。 

 (1) 生殖補助医療及び先進医療（以下「生殖補助医療等」という。）以外の

方法で妊娠の見込みがない又は極めて少ない旨の診断を医師から受けた夫

婦 

 (2) 生殖補助医療等のための診療又は治療（以下「診療等」という。）の初

日（治療の計画を作成する日又は採卵準備若しくは凍結胚移植術のための

薬品の投与等を行う日をいう。以下「診療等初日」という。）において妻

が４３歳未満である夫婦 

 (3) 診療等初日において、医療保険各法（健康保険法（大正１１年法律第７

０号）、船員保険法（昭和１４年法律第７３号）、私立学校教職員共済法

（昭和２８年法律第２４５号）、国家公務員共済組合法（昭和３３年法律

第１２８号）、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）又は地方公

務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）をいう。以下同じ。）の

規定に基づく被保険者又は被扶養者（以下「被保険者等」という。）であ

る夫婦 

 (4) 診療等初日から第５条第１項の規定による申請の日（以下「申請日」と

いう。）までの間において、夫婦いずれか一方又は両方が、住民基本台帳

法（昭和４２年法律第８１号）の規定により香芝市の住民基本台帳に記録

されている夫婦 

 (5) 申請日において、戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）第７４条の規定

による婚姻の届出をしている夫婦 



 (6) 申請日において、市税を滞納していない夫婦 

 (7) 国又は他の地方公共団体等が行う同様の助成を受けていない夫婦 

 （助成の対象となる診療等） 

第３条 助成金の交付の対象となる診療等は、厚生労働大臣が定める施設基準

に適合するものとして地方厚生局長等に届出を行った保険医療機関において

行う不妊治療のうち、別表に掲げる生殖補助医療等で、令和７年４月１日以

降に開始した診療等を受けたものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する診療等は、助成

金の交付の対象としない。 

 (1) 卵胞が発育しない等により卵子採取以前に診療等を中止したもの 

 (2) 夫婦以外の第三者から精子、卵子又は胚の提供を受けて行うもの 

 (3) 第三者が妻に代わって妊娠及び出産するもの 

 (4) 保険診療及び保険外診療を組み合わせて行うもの 

 （助成金の額等） 

第４条 助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額（

１００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。）とする。ただし、

出産（流産及び死産を含む。）に係る費用、入院料、食事療養標準負担額、

個室料、証明書、診断書等に係る文書料その他生殖補助医療等に直接関係の

ない費用は除くものとする。 

 (1) 生殖補助医療（次号に掲げるものを除く。） 生殖補助医療に要した費

用のうち、健康保険法第６３条に定める療養の給付について、同法第７４

条に定める一部負担金から同法第１１５条に定める高額療養費を除した額

で夫婦が負担する額に、２分の１を乗じて得た額（当該額が５万円を超え

る場合は、５万円とする。） 

 (2) 医療保険各法の適用の回数を超えて行う生殖補助医療 医療保険各法の

適用の回数を超えたため全額自費による診療となった生殖補助医療に要し

た費用のうち、夫婦が負担する額に、２分の１を乗じて得た額（当該額が

１５万円を超える場合は、１５万円とする。） 

 (3) 先進医療 厚生労働大臣が先進医療として告示した技術等のうち、前２

号の生殖補助医療に追加して実施した診療等に要した費用のうち、夫婦が

負担する額に、２分の１を乗じて得た額（当該額が５万円を超える場合は、

５万円とする。） 

２ 前項第１号の生殖補助医療に対する助成の回数の上限は、保険診療におけ

る算定の回数の上限と同じとし、初めての診療等初日において妻が４０歳未

満であるときは、保険診療により行う胚移植術の回数の上限を６回とし、妻



が４０歳以上４３歳未満であるときは、保険診療により行う胚移植術の回数

の上限を３回とする。この場合において、以前に凍結した胚による胚移植術

を実施したときは、以前に行った生殖補助医療により作られた受精胚による

凍結胚移植術も１回とみなす。 

３ 第１項第２号の医療保険各法の適用の回数を超えて行う生殖補助医療に対

する助成の回数は、１子につき胚移植術の回数が２回に至るまでとし、令和

７年４月１日を起点として算定する。 

４ 前２項の規定にかかわらず、診療等を受けた夫婦が出産した場合又は妊娠

１２週以降に死産に至った場合で、住民票、戸籍謄本又は死産届等により確

認できるときは、それまでに受けた助成の回数は算定しない。 

５ 第２項及び第３項の規定にかかわらず、診療等を受けた夫婦が離婚し、新

たなパートナーと夫婦となった場合で、新たに診療等を受けたときは、それ

までに受けた助成の回数は算定しない。 

 （交付申請等） 

第５条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、診

療等に係る費用の支払をした日の属する年度の翌年度の末日までに、香芝市

生殖補助医療費助成金交付申請書兼請求書（第１号様式）に、次に掲げる書

類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、第５号から第７号ま

でに掲げる書類について、公簿等により確認できる場合は、当該書類の添付

を省略することができる。 

 (1) 生殖補助医療受診等証明書 

 (2) 生殖補助医療等を受けたことが分かる領収書の写し又は支払額等が確認

できる書類の写し及び診療明細書の写し 

 (3) 医療保険各法の規定に基づく被保険者証、組合員証若しくは加入者証（

有効期間が経過していないものに限る。）の写し若しくは資格確認書等の

写し又はマイナポータルの健康保険証等情報を印字装置により出力したも

の等で被保険者等であることが確認できるもの 

 (4) 限度額適用認定証の写し若しくは限度額適用認定の区分が確認できる資

格確認書等の写し又はマイナポータルの健康保険証等情報を印字装置によ

り出力したもの等で限度額適用認定の区分が確認できるもの 

 (5) 夫婦両方の住民票の写し 

 (6) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する書類（住民票の写し

（夫婦が同一世帯の場合で、夫婦どちらか一方が世帯主のときに限る。）

又は戸籍謄本若しくは戸籍抄本） 

 (7) 夫婦両方の市税に滞納がないことを証明する書類 



 (8) その他市長が必要と認める書類 

２ 申請者の実績は、前項の規定による申請によって報告されたものとみなす。 

 （交付決定等） 

第６条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、その内容を審

査し、及び必要に応じて助成金に係る事項について関係機関に照会し、適当

と認めたときは、助成金の交付を決定し、香芝市生殖補助医療費助成金交付

決定通知書（第２号様式）により、申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による審査及び照会の結果、助成金を交付しないこと

を決定したときは、香芝市生殖補助医療費助成金不交付決定通知書（第３号

様式）により、申請者に通知するものとする。 

３ 交付すべき助成金の額は、第１項の規定による助成金の交付の決定をもっ

て確定したものとみなす。 

４ 市長は、第１項の規定により助成金の交付の決定をしたときは、助成金を

申請者が指定する口座に振り込むものとする。 

 （助成金の返還） 

第７条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者がある

ときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。 

 （その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

 

 



別表（第３条関係） 
生殖補助医療 採卵 採精 体外受精又は顕微授精 受精卵又は胚培養 

胚凍結保存 胚移植 
生殖補助医療 
（男性不妊） 

Ｙ染色体微小欠失検査 精巣内精子採取術 採取精子調
整管理料 精液一般検査 精子凍結保存管理料 

先進医療 ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術 強拡大顕微
鏡を用いた形態学的精子選択術 タイムラプス撮像法に
よる受精卵・胚培養 子宮内膜刺激術 子宮内膜擦過術 
子宮内膜受容能検査１ 子宮内膜受容能検査２ 子宮内
細菌叢検査１ 子宮内細菌叢検査２ タクロリムス投与
療法 着床前胚異数性検査 二段階胚移植術 膜構造を
用いた生理学的精子選択術 

 
 
 

  



第１号様式（第５条関係） 
香芝市生殖補助医療費助成金交付申請書兼請求書 

    年  月  日 

 香芝市長 

                  住   所 

                  氏   名 

                  電 話 番 号 

 

  香芝市生殖補助医療費助成金の交付について、香芝市生殖補助医療費助成金交付要綱第

５条第１項の規定により、関係書類を添えて次のとおり申請し、及び請求します。 

 

請 求 額  金         円 

 

  該当するものにチェックを入れ、必要事項を記入してください。 

夫 

住 所 
□申請者と同じ 

フ リ ガ ナ  生 年 月 日 

氏 名         年  月  日 

妻 

住 所 
□申請者と同じ 

フ リ ガ ナ  生 年 月 日 

氏 名         年  月  日 

１ 香芝市で過去にこの助成を受けたことがあるか。 □ない □ある 

２ 国又は他の地方公共団体等が行う同様の助成を受けたことがあるか。 

  □ない □ある 

３ ２で「ある」にチェックを入れた方のみ 

  助成を受けた団体の名称（                       ） 

４ 令和７年４月１日以降に奈良県内の市町村で、保険適用の回数を超えて実施した

胚移植に対しての助成を受けたことがあるか。 □ない □ある 

５ ４で「ある」にチェックを入れた方のみ 

  通算（   ）回  助成を受けた市町村名（              ） 

□ 私たちは、香芝市生殖補助医療費助成金の交付に関し、香芝市が私たちの住民登録

状況、婚姻状況及び市税の納付状況について関係公簿等を調査し、助成金に係る事項

について関係機関に照会することに同意します。 

 

 振込先 

支 払 機 関 名 預 金 種 別 口 座 番 号 

銀行 

農協 

信金 

支店 普通・当座・その他(   ) 
       

店 番 フリガナ  

   
口座名義人  

  



 添付書類 

 □ 生殖補助医療受診等証明書 

 □ 生殖補助医療等を受けたことが分かる領収書の写し又は支払額等が確認できる書類の

写し及び診療明細書の写し 

 □ 医療保険各法の規定に基づく被保険者証、組合員証若しくは加入者証（有効期間が経

過していないものに限る。）の写し若しくは資格確認書等の写し又はマイナポータルの

健康保険証等情報を印字装置により出力したもの等で被保険者等であることが確認でき

るもの 

 □ 限度額適用認定証の写し若しくは限度額適用認定の区分が確認できる資格確認書の写

し又はマイナポータルの健康保険証等情報を印字装置により出力したもの等で限度額適

用認定の区分が確認できるもの 

 □ 夫婦両方の住民票の写し 

 □ 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する書類（住民票の写し（夫婦が同一

世帯の場合で、夫婦どちらか一方が世帯主のときに限る。）又は戸籍謄本若しくは戸籍

抄本） 

 □ 夫婦両方の市税に滞納がないことを証明する書類 

 □ その他市長が必要と認める書類 

 

  



第２号様式（第６条関係） 
 

第     号 

年  月  日 

 

         様 

 

                     香芝市長        印 

 

香芝市生殖補助医療費助成金交付決定通知書 

 

      年  月  日付けで申請のあった香芝市生殖補助医療費助成金

について、香芝市生殖補助医療費助成金交付要綱第６条第１項の規定により、

次のとおり通知します。 

 

 交付決定金額  金        円 

 

  



第３号様式（第６条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

         様 

 

                     香芝市長        印 

 

香芝市生殖補助医療費助成金不交付決定通知書 

 

      年  月  日付けで申請のあった香芝市生殖補助医療費助成金

について、不交付と決定しましたので、香芝市生殖補助医療費助成金交付要

綱第６条第２項の規定により、次のとおり通知します。 

 

 不交付の理由 

 

 

 


